
令和8年5月15日（暫定値）

第１表　月別発生状況 静 岡 労 働 局
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第２表　業種別発生状況

年

下段は、交通労働災害（道路交通法適用の死亡者数（内数）を示す。）

第３表　署別発生状況

年

下段は、交通労働災害（道路交通法適用の死亡者数（内数）を示す。）

第４表　事故の型別発生状況
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静岡労働局　健康安全課

No
管
轄

発生月
発生時間

業　　種
規　　模

事故の型
起因物

発    生    状    況

1月
パルプ・紙・紙加工

品製造業 はさまれ、巻き込まれ

12時～13時 30～49人 ロール機（印刷ロール機を除く）

1月 建築工事業 崩壊、倒壊

15時～16時 10人未満 建築物・構築物

1月 教育・研究業 はさまれ、巻き込まれ

15時～16時 300人以上 トラック

1月 土石採取業 はさまれ、巻き込まれ

6時～7時 10～29人 コンベア

2月 道路貨物運送業 墜落、転落

8時～9時 10人未満 その他の用具

2月 化学工業 飛来、落下

10時～11時 10人未満 コンベア

2月 林業 激突され

10時～11時 10人未満 立木等

2月 その他の製造業 踏み抜き

10時～11時 10人未満 屋根・はり・もや・けた・合掌

3月 建築工事業 墜落、転落

10時～11時 10人未満 屋根・はり・もや・けた・合掌

3月 金属製品製造業 飛来、落下

14時～15時 10人未満 金属材料

3月 土木工事業 はさまれ、巻き込まれ

11時～12時 10人未満 混合機・粉砕機

3月 金属製品製造業 はさまれ、巻き込まれ

19時～20時 100～299人 ロール機（印刷ロール機を除く）

4月 土木工事業 崩壊、倒壊

13時～14時 10人未満 金属材料

5月 道路旅客運送業 転倒

7時～8時 10人未満 立木等

5月 水産業 おぼれ

7時～8時 10～29人 その他の乗物

4月 その他の建設業 墜落、転落

11時～12時 10人未満 開口部

13
沼
津

吊具交換のため立て掛けていた敷鉄板（重さ750kg）が倒れ、被災者が下敷きとなった。敷鉄板は仮
橋に設置するもので設置箇所で吊具が干渉したことから、吊具を交換するため仮置きしていたもの。

12
静
岡

鋼板に印刷フィルムを貼り付ける設備で、鋼板に異常な凹みが見られたことから、被災者が調整作業
を行っていたところロール部分に巻き込まれた。

11
三
島

道路建設工事で法面に客土吹付けを行う準備をしていたところ、客土吹付機のタンク内で被災者が
攪拌装置に身体を挟まれているのを発見した。

10
沼
津

　工場内でトラックに積まれた角パイプの荷下ろし作業を行っていたところ、４本に束ねた長さ１２ｍの
角パイプ（重さ２．５ｔ）がトラックの鳥居から滑り落ち、トラック荷台にいた被災者の背中に激突した。角
パイプは油付きのもので、トラックにワイヤーで固定していたものの、トラック運転手が荷下ろしのた
め、それを解いた。

令和８年死亡災害発生状況　　
※令和８年５月15日現在(暫定値)

1
富
士

　被災者は、熱圧加工機のロール（上下に３つ並んでいるもの）を回転させた状態で作業をしていたと
ころ、中央と一番下のロールの間の隙間（約４０ｍｍ）に巻き込まれた。なお、目撃者はいないが、災害
現場に木片（２００ｍｍ×７０ｍｍ×３０ｍｍ）と紙やすりが落ちており、手順書では当該紙やすりを用い
てゴムロール（一番下のロール）を手研磨することとされていた。

5
島
田

　倉庫内の床に倒れている被災者を別の運送会社のドライバーが発見した。被災者はフォークリフト
で鉄製ラック２段積みを移動させる作業を行っていたが、発見した際は、２段積みの上の鉄製ラックが
被災者の傍に落ちていた。

3
島
田

　車両試験において、マイナス１５度の環境下における車両の水漏れ確認をしていたところ、突然車
両が前進し、被災者が車両と壁の間に挟まれた。

4
静
岡

　被災者と同僚の２名で、切断したエンドレスベルトを引き抜く作業を行っていたところ、被災者が稼働
中のコンベヤーの上に転倒し、コンベヤーの支持フレーム底部とコンベヤーの間に挟まれた。

2
静
岡

　住宅解体工事において、被災者と同僚の２名でコンクリート造のトイレの壁を解体する作業を行って
いた。屋根と三面ある壁のうちの二面を解体後、残りの壁（幅２．２ｍ、高さ２．１ｍ）の下部を斫った際
に、壁が被災者の方に倒れ、下敷きとなった。

6
浜
松

　出張で工場内に設置されている設備の垂直コンベアの部品交換作業を行っていたところ、高さ約９
ｍから鉄板部品が落下し、被災者に激突した。

7
島
田

　電線に立木の木枝が接触しないよう、あらかじめ除伐する作業において、チルホール及びチェーン
ソーを使用し、高さ約３０メートルの立木を伐倒したところ、被災者が下敷きとなった。

9
三
島

　個人宅の解体工事現場において、被災者は屋根上で瓦の撤去を行っていたところ、屋根の端部か
ら３．２ｍ下の地面に墜落した。

8
浜
松

　トラック洗車場（鋼管の骨組みに防水シートを張ったもの）の屋根に開いた穴の補修を行っていた被
災者が、屋根の防水シートを踏み抜き約５ｍ下のコンクリートの床に墜落した。

14
三
島

崖から生えた竹が事業場に面する市道に覆い被さり、自動車の通行の妨げになっていたことから、２
名で除去しようとしていた。竹が折れる音がしたため、一緒に作業していた者がその方向を見たとこ
ろ、被災者が頭から血を流し市道上に倒れていた。

15
静
岡

駿河湾でシラス漁を行っていたところ、船尾にいた被災者が海に転落して溺れた。

16
静
岡

被災者は坑口付近で伐採した竹の搬出作業を行っていたところ、４．５ｍ下の林道に墜落した。搬送
先の病院で治療を受けるも、その後死亡が確認された。


